
「 イ
‐ 

宗像市学童保育所条例（平成１７年宗像市条例第４０号）の

一部を次のように改正する。

第号議案

第２条の

「

宗像市学童保育所条例の一部を改正する条例について

」を
上記の条例案を次のとおり提出する。

「

平成１８年月日

」

に改める。
宗像市長谷井博美

第３条の

「

提案理由

入所児童数の増加のため河東小学校学童保育所を２クラブ化す

ること及び禾U用者の未'｣便`性向上のため宗像市立小中学校管理規則

第４条で規定する学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日、学年

末休業日、その他の休業日の開所時間を午前８時に改めること並

びに指導員の適正な配置を行うため利用料金を月額7,500円に改

めることに伴い、宗像市学童保育所条例の一部を改正する必要が

生じたので、条例案を提出するものである。

」を

「

宗像市学童保育所条例の一部を改正する条例 」

に改める。

液 東小学
￣ 

ノ交学童’呆育所 宗 ノ象下了稲元

輯 東小学ノ交第１学童’呆育所 宗 象市；
－－ 

栢兀

河東小学ノ交第２学童保育所 宗 象市プ諸元

宗像市立小中学校管理規則（平成

１５年宗像市教育委員会規貝Ｉ第１３

号）第４条第１項第３号から第７

号に規定する休業日

午前８時３０分から

午後６時３０分まで

宗像市立小中学校管理規貝リ（平成

１５年宗像市教育委員会規貝ﾘ第１３

号）第４条第１項第３号から第７

号に規定する休業日

午前８時００分から

午後６時３０分まで








